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空き家対策について

１ 提言の背景

（１） 最近の状況

総務省が平成２０年に実施した「住宅・土地統計調査」によると，本

県の「空き家」の総数は１２９，９００戸，そのうち，「利用目的のな

い」空き家は，７５，０００戸となっており，この２５年で概ね倍増し

ている。また，空き家率は前回調査（平成15年）の１３．１％から２．２

ポイント上昇し，１５．３％と全国で８番目に高く，「利用目的のない」

空き家については８．８％と全国で３番目に高くなっている。

また，国土交通省が平成2４年度に実施した「土地問題に関する国民

の意識調査」によると，身近に感じる土地問題として，「空き家・空き

地や閉鎖された店舗などが目立つこと」を挙げた者の割合が最も高く，

大都市圏より地方圏でその割合が高い状況にある。

さらには，適切な管理が行われない空き家の増加によって，様々な問

題が発生しており，国土交通省が平成２１年に全国の市区町村を対象に

実施した「地域に著しい迷惑（外部不経済）をもたらす土地利用の実態

把握アンケート」によると，管理水準の低下した空き家や空き店舗等の

発生による影響について，「風景・景観の悪化」，「防災や防犯機能の低

下」，「ゴミなどの不法投棄等を誘発」及び「火災の発生を誘発」が挙

げられている。

このようなことから，国においては，地方公共団体の空き家対策への

支援措置として，空き家の実態調査を円滑かつ効率的に実施するための

「手引き」の作成や，空き家の改修・除却等に活用できる社会資本整備

総合交付金の「空き家再生等推進事業」等の各種交付金などによる財政

支援，空き家関係省庁連絡会議の設置による地方公共団体に対する包括

的な情報提供などの取組を行っている。

本県においては，市町村への支援として，「空き家バンク」・移住支

援策の紹介や，国の空き家調査の手引きなどを周知するとともに，空き

家対策に係る研修や意見交換を行うなどの取組を行っている。

また，県内の市町村においては，国の交付金等を活用し，空き家の借

上・改修や除却により公営住宅や駐車場等として活用したり，解体撤去

の経費の一部を助成するなどの取組が行われている。しかしながら，実
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態調査を実施しているところは２９市町村であり，空き家管理のための

条例を制定した自治体は鹿児島市など３市１町（平成2６年１月1日現在）

にとどまっている。

こうした中，国においては，議員立法により，空き家対策を推進する

ための法律を制定しようとする動きもある。

（２） 今後の方向性

空き家対策については，人口の減少，高齢化の進行等多様な要因が指

摘され，また，犯罪や火災，景観・生活環境の悪化など，管理不全の空

き家が及ぼす影響は多岐にわたる困難な問題となっている。これらを踏

まえると，地域に身近な市町村が単独で対応するには困難な面もあり，

県も含めて関係機関・関係者が連携して取り組むことが肝要である。

以上を踏まえ，県においては，市町村における実効性ある空き家対策

が推進されるよう，その支援を充実強化するとともに，県としても対策

に取り組む必要がある。

① 空き家の適正管理

空き家の適正な管理は，まずは，所有者などの関係者の責務である

ことから，放置された空き家の実情や，空き家の適正管理についての

県民の関心と理解を深め，自発的に適正な管理が行われるよう啓発を

行う必要がある。

また，空き家は，管理が不十分となりやすく，不法侵入や不審火な

どのおそれがあり，これらに対する近隣住民の不安感もある。そのた

め，市町村はもとより，警察，消防や地域の関係者等が連携すること

などにより，空き家に起因する犯罪や火災等の未然防止と住民の不安

解消に努める必要がある。

さらには，空き家の管理不全や老朽化により，周囲の良好な景観・

生活環境等が阻害されることから，条例制定など市町村における空き

家の適正管理に向けた取組への支援に努める必要がある。

② 空き家の利活用対策

空き家は適正な管理が維持されれば，未活用の重要な地域資源とし

て捉えることができる。また，空き家の管理不全を防止するためにも，

空き家を有効に利活用することが重要である。

このためには，空き家に関する需要と供給のマッチングが円滑に行
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われるよう，市町村における「空き家バンク」等の状況に加え，利活

用の成功事例や各種支援制度を併せて紹介するなど，空き家に関する

情報の充実を図りながら，総合的に幅広く情報発信する必要がある。

一方で，空き家を利活用する場合は，技術や資金面など，幅広い観

点からの検討を要することから，こうした相談に対しては，必要な情

報を迅速に紹介・助言できる体制づくりに努める必要がある。

また，高齢化・過疎化を踏まえた定住・移住対策など，地域を取り

巻く課題解決の一方策として，空き家を有効に利活用する市町村の取

組を一層支援する必要がある。

③ 空き家対策の推進

空き家の発生は，多様な要因が指摘されており，また，空き家の管

理不全が及ぼす影響は広範囲にわたることから，県の関係部局や市町

村などの関係機関・関係者が連携して取り組む必要がある。

このため，本庁及び出先機関においては，まずは関係部局等との連

携及び情報の共有化を図るための体制づくりが必要である。

一方，市町村の空き家対策が一層推進されるよう，空き家の実態把

握や利活用の手順など，空き家対策の手法を総合的に助言・支援する

取組が求められている。

また，空き家対策の円滑な実施を促進するため，上記の取組に併せ

て，市町村職員に対する研修等の充実を図る必要がある。

以上の観点から，次のとおり提言する。
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２ 提言

（１） 空き家の適正管理

① 放置された空き家の実情や，空き家の適正管理に関する県民の関心

と理解を一層深めるため，広報誌やホームページの活用等による啓発

に努めること。

② 空き家に起因する犯罪や火災，景観・生活環境の悪化等を未然に防

止するため，市町村，警察，消防，その他関係者間の情報共有による

一層の連携強化や緊急性・必要性に応じたパトロールの強化などが図

られるよう努めること。

③ 空き家の管理不全により良好な景観や生活環境等が阻害されること

を防止するための対策等について検討・整理し，市町村による空き家

管理条例の制定や，交付金等を活用した除却の実施等の取組を支援す

ること。

（２） 空き家の利活用対策

① 空き家の需要と供給のマッチングを円滑にするため，空き家に関す

る情報発信機能及び相談体制の充実強化を図ること。

② 地域コミュニティの交流の場となる集会所やＵ・Ｉターン等の移住

も含めた定住促進のための住宅等の整備を市町村が行う際に，空き家

の利活用が促進されるよう，活用可能な交付金や先行する事例等を幅

広く情報提供する等の支援に努めること。

（３） 空き家対策の推進

① 関係部局の連携強化及び情報の共有化を図るため，出先機関や警察

も含めた全庁的な対策会議を設置するとともに，地域振興局・支庁に

おいては，関係者の連携の促進を図るため，連絡調整体制を整備する

こと。

② 市町村における空き家対策を支援するため，実態調査の実施方法，

空き家の利活用に係る優良事例紹介，各種事業の紹介等を整理した空

き家対策マニュアルを策定すること。
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③ 市町村における空き家対策が円滑に実施されるよう，市町村の空き

家対策担当の職員向け研修の充実強化を図ること。
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